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４月を振り返ってみると・・・ 

年度始めで、環境も大きく変わったためか、４月は、発熱や体調不良による欠

席が少し目立ちました。残りのゴールデンウィークは、是非、今まで以上に健康

管理を行いながら、楽しい時間を過ごしてほしいと思います。 

さて、４月もあっという間に過ぎ去り、もう５月に入りました。振り返ってみ

ると、何も問題が起きなかったというわけではありませんが、全体的に見ると、

生徒全員がルールをしっかり守り、授業や部活動、学校行事に全力で取り組めた

と思います。普段の学校生活で、上級生が１年生に手本を示し、優しく教え、1

年生も学校生活に少しずつ慣れてきており、挨拶の声も大きくなっています。授

業中も、教科ごとに変わる教科担任制の授業にも慣れ、挙手の回数が増えたり、

発表の声が大きくなったりしています。 

また、部活動では１年生の入部のお陰で、上級生も先輩としての意識が高まり、 

益々活気づいているのが、手に取るように分かります。この年度始めの新鮮な気

持ちを忘れず、生徒会スローガン「維新～誰も見たことのないその先へ～」の下、

更なる高みを目指して頑張ってほしいと思います。 

  

家庭訪問お世話になりました 

４月 26日（火）～28日（木）に行った家庭訪問は、コロナ禍での実施という

こともあり、玄関先で、短時間で行わせていただきました。３年ぶりに、顔を合

わせての実施となりましたが、学級担任の先生方からは、学校とは違う家庭での

様子を伝えていただいたり、学校で気を付けたらよいことを教えていただいた

りと、大変有意義な時間を過ごすことができたと、聞いています。貴重な時間を

作っていただき、本当にありがとうございました。これからの次代を担う大切な

子どもたちに、生きる力（社会を生き抜く力）を身につけされることが、今、求

められています。その大きな柱となるのは、「確かな学力」、「豊かな心」、「健や

かな体」です。これらの育成には、学校だけでの活動では足りないこともあり、

家庭学習の見守り等、家庭での協力が不可欠です。どうか引き続き、教職員と保

護者がしっかり連携できますよう御協力をお願いいたします 



月末の生活調査（４月分）を行いました 

４月 25日（月）に、毎月、月末に行っている生活調査を行いました。「学校生

活は充実していました？」の問には、多くの生徒が、「学校生活が充実していた」

と答えています。「友達と休み時間にたくさん遊べて楽しかった」、「新しいクラ

スで不安もあったけど、それもなくなって楽しくなってきた」、「新入生が入って

きた先輩として自覚して頑張れた」など、理由は様々ですが、自分の行動をしっ

かり振り返り、次の行動に繋げようとしている気持ちが伝わってきました。 

また、「内子中の生徒が学校や学校外で良い行いや感心する行いをしているの

を見ましたか？」の問に、上級生が下級生の行動に対し、「道路を渡るときに、

止まってもらった車の人に会釈をしていた」、下級生が上級生の行動に対し、「部

活中、とても大きな声を出していた」と答えるなど、互いの良さを認め、高め合

おうとする姿勢が伝わってきました。これからも、深い信頼関係の基、先輩後輩

が好ましい関係を築いていけることを願っています。 

なお、この生活調査では、「体罰」や「いじめ」についても、調査しています。

今回の調査では、共に「ある」と答えた生徒はおりませんでしたが、調査の結果

だけをみて、安心することはできないと思っています。生徒の皆さんには、心配

や不安なことがあったら、迷わず相談しやすい人に話を聞いてもらうことを心

掛けてほしいと思っています。また、保護者の皆様には、お子さんの様子がいつ

もと違うなど、御心配なことがありましたら、すぐに学校や相談機関に連絡いた

だきますよう、お願いいたします。 

なお、いじめ防止対策推進法の施行に伴い、平成25年度から以下のとおり定

義されています。今は、インターネット、ＳＮＳのトラブルが特に危惧されて

います。家庭での利用方法について、今一度御確認ください。 

「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在

籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理

的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものも

含む。）であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じて

いるもの。」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。 

今後のＰＴＡ活動について（お知らせとお願い） 

５月６日（金）には、ＰＴＡ本部役員会・合同部会を、12日（木）にはＰＴＡ

本部役員会・役員会を予定通り行います。本部役員会は 19：00から、合同部会

と役員会は 19：30からです。ＰＴＡ役員の皆様には、お仕事を終えてからお集

まりいただく方も多く、御無理を申しますが、どうか御協力をお願いいたします。 

なお、ＰＴＡ総会の時に、お知らせいたしましたが、愛媛県教育委員会等の方

針として、昨年度まではできなかったことをやれる範囲で行っていくことが示

されています。「反転攻勢＝攻めに転じること」の言葉も紹介され、今年度は社

会経済対策とコロナ感染防止対策を上手く両立していく予定です。 

ただ、コロナの現状を考えると、大人数で、会食したりマスクなしで交流した

りすることは厳しいかもしれません。合同部会で年間計画を立てていただくよ

うになりますが、内容や実施時期等について、御検討をお願いいたします 


